
 

10 月 13 日 

JAL 不当解雇撤回争議団へ 

15 回目のカンパ贈呈 
 

2016 年 10 月 13 日 OB 乗員有志の会世話人は、JAL 不当解雇撤回争議団（原告

団）へ 15 回目のカンパを贈呈しました。カンパ総額は 1,050 万円を超えました。 

OB 乗員に加えて多くの支援者の皆様からの 5 年半に及ぶ温かい支援の輪が、大

きな積み重ねとなりました。あらためて皆様にお礼申し上げます。 

争議の勝利解決と航空の安全確立に向けて、より一層のご支援を宜しくお願い

致します。  原告団からのお礼 

 

 

日本航空 OB 乗員 

有志の会ニュース

 

2016.10.20  

No.16-020  

HP：http://jalfltcrewob.web.fc2.com/ 

Mail：jalfltcrewob@gmail.com 
安全で明るい JAL

http://jfcob1.web.fc2.com/20161013.pdf


本社前要請行動に参加 
 

当日は、本社前要請行動も行われ、争議団・乗員組合・キャビンクルーユニオ

ン・機長組合・支援共闘会議を始め多くの支援者も参加しました。 

９月23日の最高裁判所決定(申立人代表者：植木義晴社長の上告棄却)により、

日本航空経営者の違法行為と断罪した東京高裁判決が確定しました。 

「違法行為を伴った解雇事件で、整理解雇の正当性が問われる」「物を言う労

働者を排除して安全運航が確立できるのか」「ベテランを切り、新人採用しても

流失・退職が続き、人員不足で職場は超高稼働」「日航経営は、争議の解決に向

けて、即刻労使交渉を開始せよ」の声が本社前に響き渡りました。 
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JAL 不当解雇撤回ニュース 510 号 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/7f51da_5522fdcb426a47a2b1e30ee62ad4c190.pdf


皆さん 

2016 年度も 

カンパ支援・取り組み参加 

宜しくお願い致します 

今後の日程 
 

＊宣伝行動・各地集会：私たちはあきらめない!!! 

       原告団 HP 日程参照 

         

＊東京地裁：10 月 26 日(水)  

マタハラ裁判 第七回口頭弁論 

      527 号法廷 11:00～ 

      報告集会予定あり 

 「JAL CA マタニティハラスメント是正裁判 

  未来の飛んでる（みらとん）ママを支える会」  

会則 ・9 月 2 日要請書 ・お願い・署名用紙  
 

＊山口 宏弥氏 著書紹介：「安全な翼を求めて」 

 

・詳細は、枠内をクリックして御覧下さい。 

http://jalgkd.wix.com/japan-airlines165
http://jfcob1.web.fc2.com/matakaiso1.pdf
http://jfcob1.web.fc2.com/20169yousei.pdf
http://jfcob1.web.fc2.com/matasyo009.pdf
http://jfcob1.web.fc2.com/yamahon2.pdf



